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•' .決， 定「.、

被告人 カルロスゴ—ンビシャラ・

.上記の者に対する会社法違反被告事件について,平成31年4・月2 5 .日東京地方・ 

＜裁判所裁判官がした保釈許可の裁判に対し,令和元年5月9日弁護人から準抗告の. 

申立てがあったので,当裁判所は次のとおり決定する。

• ' .•主・ “〔文

本件準抗告を棄却する。

理・ 」 由

第］申立ての趣旨及び理由.

•本件準抗告の.申立ての趣旨及び理由の要旨は,被告人の保釈を許可した原裁判の 

マうち,妻に対する接触について,前もって,裁判所に対し,面接•連絡を行う日, 

C時,場所,方法及び事項を明らかにして接触することの許可を申し出て,許可を受.
e.

Cけた場合を除いているものの,他の事件関係者等に対する接触と同様に,直接又は 

弁護人を除く他の者を介して,面接,通信,電話等により接触することを禁止する

，旨の条件（以下,「本件条件」という。）を付した部分は不法であるから,本件条 

件を取り消す裁判を求めるものと解される。・ . '

.第2 ・当裁判所の判断 . ，

1..本件勾留の基礎となる公訴事実の要旨は,日産自動車株式会社（以下「日 

産」という。）の代表取締役どして,日産に損害を与えないよう忠実にその職務を. 

行うべき任務を負っていた被告入が,日産の完全子会社からオマーン国等における 

•日産車を販売代理店名義の預金口座に送金する資金の一部につき,同口座等を介
-• -

し,自己が実質的に保有する会社名義の預金口座に送金を受ける方法により自己の 

利益を図る目的で,前記完全子会社名義の預金口座から,前記販売代理店名義の預 

金口座に対し 自己の取彳寻分合計5 〇 〇万米ドルを含む合計100 〇万来ドルを送 

金し,日産に谷計5 0 0万米ドルの損害を加えたという特別背任の事案である。
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2 国内外に多数の関葆者が存在するという本件事案の内容や性質,被告人と事 

件関係者（被告人の妻を含む。）・との間の人的関係,被告人の供述状況等のほか, 

被告人が別件による逮捕勾留中に,・事件関係者に対する働きかけを企図していたこ 

と等の原裁判が指摘する事情に加えて,公判前整理手続の進拶状況からすれば,被 

告人が,妻に対して,また,妻を介してその他の事件関係者に働きかけるなどし 

て,罪体及び重要な情状事実に'関し,罪証を隠滅するおそれがあることは否定し難 

い。そうすると,’弁護人の主張を踏まえても,被告人を裁量で保釈するにあたり, 

事前に裁判所の許可を受けた場合を除いた上で,妻との接触を禁止する旨の本件条 

件を付した原裁判が裁量を逸脱した不合理なもの匕は認められない。

3 よって,本件準抗告は理由がないから,刑訴法4 3 2条,4 2 6条1項によ

り,主文りとおり決定する。

令和元年5月9日

・東京地方裁判所刑事第15部

裁判長裁判官

'. 裁判官

.裁判官
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これは謄本である。

命和元年5月9日、

東京地方裁判所刑事第15部

裁判所書記官尾畸 唯・香




